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西

陣

の

機

業

仲

間

本

庄

柴

ム口

~IS 

結

百

上
古
の
工
業
が
宮
廷
工
業
者
(
は
貴
族
工
業
Z
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
次
第
に
後
遺
L
て
困
民
的
の
も
の
さ
な

っ
た
-
』
芭
は
い
ふ
迄
も
な
い
所
で
ゐ
る
が
、

こ
の
こ
Z
は
織
物
に
つ
い
て
も
亦
同
様
で
あ
っ
て
、
西
陣
の
機
業

t

雄
、
立
(
昔
は
や
は
り
主
ご
し
て
朝
廷
貴
族
の
需
要
に
臆
十
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
是
れ
徳
川
時
代
に
於

τも、

西
陣
に
は
、
普
還
の
機
業
家
の
外
に
御
寮
織
物
司
な
る
一
闘
が
ゐ
っ
て
、
機
業
中
部
古
じ
で
は
特
別
な
る
地
位
を
占

め
し
所
以
で
あ
る
。
西
陣
の
機
業
が
盛
大
Z
な
る
に
至
っ
た
の
は
一
元
和
但
武
以
後
の
こ
己
で
あ
る
が
、
普
通
の
機

業
家
が
岡
給
し
て
株
仲
間
を
成
立
せ
し
め
得
だ
の
は
延
孝
二
年
の
こ
ご
で
ゐ
っ
て
、
高
機
七
組
が
ぞ
れ
で
あ
る
。

主
(
後
時
代
の
経
過
ご
共
仁
高
機
以
外
の
積
々
な
る
機
業
家
困
鵠
も
出
来
た
の
で
ゐ
る
が
、
普
通
の
機
業
家
さ
し
て

は
高
機
織
犀
が
そ
の
中
堅
た
る
地
位
を
占
め
し
も
の
で
あ
っ
た
。

「
西
陣
天
狗
筆
記
」
に
は
「
一
冗
来
絹
織
物
は
卒
機
な
h
。
高
機
ご
い
ふ
名
目
は
紋
織
物
出
来
て
よ
h
の
名
目
な
り
。

紋
織
物
は
高
機
に
て
な
り
れ
ば
紋
織
事
の
出
来
ぬ
也
。
卒
機

zhy
ふ
は
嘗
時
い
w

ふ
西
機
己
い
ひ
二
枚
機
ご
も
い

論

叢

) 

閲
陣
の
機
業
仲
間

第
二
十
笹

(
第
一
誠

内問銀蔵「日本経済史白研究」上巻 44頁1) 
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仲
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第
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十
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f事

銃

四
) 

四

ふ
。
高
機
出
来
r

」
よ
り
卒
機
ま
た
は
商
機
二
枚
機
な
げ
と
の
一
名
目
出
来
た
も
の
也
。
紋
織
物
出
来
る
ま
で
は
都
て
卒

機
な

h
」
£
ゐ
品
。
即
も
高
機
な
る
名
稀
は
、
一
五
京
市
は
紋
織
物
の
製
織
に
用
ふ
る
織
機
の
名
で
あ
っ

τ、
紋
織
物

以
外
の
も
の
は
卒
機
又
は
二
枚
機
で
織
っ
た
も
の
で
ゐ
る
o

そ
れ
よ
h
特
じ
て
高
機
卒
機
等
の
名
絡
が
、
共
種
の

織
局
を
も
指
す
こ
正
、
な
っ
た
。
西
陣
の
紋
織
物
は
西
陣
織
物
ご
し
て
の
中
堅
允
る
べ
き
も
の
で
ゐ
っ
た
が
.
西

陣
の
織
屋
Z
し
で
も
、
高
機
織
尾
に
麗
す
る
も
の
が
最
も
多
〈
、

こ
的
高
機
織
屋
は
大
抵
は
千
本
以
来
に
居
住
し

て
、
白
ら
機
業
地
の
要
部
を
占
的
之
に
劃
し
て
千
本
以
西
に
あ
る
高
機
以
外
の
織
屋
を
移
し
て
商
機
t
稗
し
た
。

と
り
西
機
は
十
口
問
機
に
比
し
て
そ
の
欽
も
少
く
、
主
も
に
縮
緬
木
綿
類
を
製
出
し
た
も
の
で
あ
る
o

か
〈
て
業
栂
か

ら
見

τも
、
地
的
関
係
か
ら
見

τも
戸
数
か
ら
見

τも
高
機
が
西
陣
の
中
心
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

西
陣
仁
級
屋
の
株
仲
間
が
成
立
し
て
、
そ
の
定
訟
が
行
は
れ

τ以
来
、
仙
商
貢
人
が
新
規
仁
同
稲
の
織
屋
十
倍

な
ニ
古
は
禁
悲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
然
L
ぞ
れ
が
危
殆
に
瀕
し
だ
こ
ご
も
な
い
で
は
な
い
。
か
の
天
明
の
大

火
は
西
陣
に
非
常
な
る
影
響
を
奥
へ
た
(
誌
)
。

火
災
以
前
に
あ
っ
て
は
議
曾
所
諸
問
尾
諸
仲
間
の
制
法
が
行
は
れ

し
も
の
で
あ
る
が
、
火
災
後
、
商
責
手
康
に
致
す
べ
き
ゃ
う
命
壱
ら
れ
し
た
め
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
新
規
織
尾
を

管
む
も
の
あ

h
、
寛
政
十
一
年
十
二
月
の
側
書
に
は
「
仲
ヶ
間
外
之
者
共
自
分
之
徳
用
を
考
、
他
の
難
儀
を
不

様
、
新
規
に
織
職
話
商
貢
を
始
、
往
古
よ
り
仲
ケ
間
相
立
渡
世
仕
京
市
依
も
の
共
の
難
儀
を
不
棒
、
新
規
に
他
の
渡

世
奪
ひ
候
は
甚

r不
買
な
る
い
w
h
H

し
方
仁
候
」
云
々
芭
め
っ
て
、

一
時
仲
間
定
訟
も
弛
藤
せ
し
甑
が
あ
っ
柁
o

然

拙著、「天毘と劉策J154頁

「寛政天保改革鯛書」

2) 

3) 
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二
年
に
再
び
仲
間
定
法
を
立

τ仲
ケ
問
名
前
帳
面
を
雨
町
奉
行
所
へ
提
出
L
、
従
前
の
如
〈
株
仲
間

制
度
が
行
は
る
、
-
』
正
、
な
っ
た
。
然
る
に
並
(
後
天
保
り
改
革
に
よ
う
て
株
仲
間
制
度
が
一
般
に
廃
止
さ
れ
し
た

め
、
叉
ケ
新
規
織
屋
が
出
来
℃
不
取
締
ご
な
り
し
こ
ご
は
、
嘉
、
水
二
年
十
一
一
月
の
陳
情
書
に
明
か
で
あ
る
が
、
嘉

永
四
年
に
仲
間
制
度
が
復
蓄
さ
れ
て
仲
間
定
法
が
行
は
る
、
.
』
己
、
な
っ
た
。

(註』

E
A
F
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『
天
明
八
年
戊
申
歳
正
月
時
日
判
貨
の
下
刻
よ
り
出
火
、
四
時
川
東
儲
子
辻
一
子
よ
日
(
巾
時
)
内
組
を
初
め
洛
中
洛
井
焼
正
す
。
町
蜘
千
三
百

四
町
、
或
は
千
四
百
二
寸
川
と
も
七
回
へ
り
(
中
時
〕
執
る
に
阿
陣
の
糾
も
ル
師
は
常
時
時
前
り
手
常
も
な
く
、
怒
〈
紫
野
、
雲
林
院
、
上
野
連
の
在

家
を
限
り
の
住
居
と
し
家
叫
を
い
と
な
軒
。
其
心
中
に
刷
沓
山
号
高
〈
問
へ
又
討
敵
性
絃
白
し
ら
べ
仕
、
き
り
は
た
き
C
う
機
普
に
隣
り
、
牛
叱

る
っ
か
う

r撃
は
、
狩
問
時
の
卑
と
ひ
と

L
〈

聞

で

お

か

L
き
世
の
有
様
と
は
な
り
向
』
耳
何

以
上
の
如
き
例
外
的
場
合
が
あ
る
の
み
な
ら
争
、
株
仲
間
成
立
以
前

ιは
同
業
者
数
的
制
限
ご
い
ふ
が
如
き
こ

さ
は
、
質
際
行
は
れ
古
る
こ
ご
で
あ
る
か
ら
・
他

ω業
態
の
者
か
ら
織
屋
に
鴨
じ
、
又
他
闘
の
者
が
西
陣
に
入
り

来
っ
て
機
業
を
始
め
た
も
の
も
随
分
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
ニ
ご
は
織
屋

ω家
枕
を
見
て
も
大
凡
の
見
営
が

つ
〈
。

「
同
陣
天
狗
筆
記
」

に
も
『
高
機
械
屋
は
其
職

ω筋
目
を
前
々
よ

b
吟
味
致
た
る
も
の
也
。
し
か
れ
ど
も

仲
ヶ
間
出
、
き
る
迄
に
、
外
商
貢
人
も
筋
目
を
以
、
織
屋
に
な
り
た

h
ご
い
ふ
」
t
あ
る
。
而
し
て
大
合
人
座
よ
り
の

筋
目
の
家
統
に
は
紋
屋
、
綾
島
屋
.
A
1
織
屋
、
織
物
屋
、
紗
岸
、
純
子
屋
、
錦
岸
、
絹
属
、
紛
子
屋
、
帯
屋
等
か

あ
h
、
自
家
の
紋
章
を
家
就
に
し
た
る
も
の
に
は
、
性
屋
、
梅
鉢
屋
、
楠
屋
、

松
屋
、
松
葉
屋
、
菱
屋
、
藤
屋
、

前

叢

西
陣
白
械
業
仲
間

第
二
十
巻

(和一一瞬

五

五

「天鷲滅織屋仲間同仲良兼帯仲間名前嶋J、山岡景命、「西陣織物Ifr草提要J23了

「西陣天拍筆記」

「花紅葉都噺」上容、
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(
第
一
斑

西
陣
四
機
業
仲
間

片
喰
屋
、
桔
梗
屋
、
柏
屋
、
亀
甲
屋
、
蔦
馬
等
が
あ
る
。
練
屋
、
片
色
屋
、
博
多
屋
、
唐
織
尾
な
芝
の
屋
競
は
其

織
物
に
因
ん
げ
い
も
の
で
ゐ
h
、
古
い
織
屋
で
も
茶
わ
ん
屋
、
銭
屋
、
校
十
本
屋
、
木
屋
、
油
屋
、
杵
属
、
箔
屋
、
切

屋
、
突
屋
、
数
屋
、
ら
う
そ
〈
屋
、
俵
屋
)
知
屋
、
新
屋
な

Y
一
吉
競
L
て
居
る
の
は
、
他
尚
貢
人
か
ら
縛
し
た
も

の
で
あ
る
o

而
[
て
若
狭
屋
、
丹
波
屋
、
近
江
屋
、
長
務
屋
、
敦
賀
屋
、
伊
勢
屋
、
坂
本
屋
、
犬
阪
屋
、
美
濃
厚

な
ど
さ
解
せ
る
も
の
は
他
図
人
が
京
都
に
住
居
し

τ織
屋
に
縁
を
求
め
て
機
業
を
始
め
た
も
の
で
あ
る
目

か
く
の
如
〈
織
屋
が
増
加
・
し
、
織
物
の
種
類
が
殖
え
予
他
商
責
人
や
他
図
人
が
西
陣
で
機
業
を
替
む
ニ

Z
を
得

た
時
代
も
あ
り
、
従
っ
て
同
業
者
数
は
増
加
し
た
場
合
も
あ
り
、
戒
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
て
(
訳
…
桜
一
炉
施
ド

同
時
一
白
)
減
少
し
た
る
場
合
も
あ
っ
て
、

そ
の
増
減
は
一
概
に
論
中
る
こ
ご
は
出
来
ぬ
。
ま
た
営
時
の
機
楽
家
数
や

機
牽
数
を
精
確
に
示
せ
る
も
の
は
存
せ

F
る
如
く
で
あ
る
が
、

た
い
「
西
陣
天
潤
筆
記
」
に
は
大
略
究
の
如
、
苫
数
字

が
掲
げ
ら
れ

τ居
る
。

一
、
車
保
田
西
陣
働
白
際
、
焼
亡
せ
し
棋
主
政
は
三
千
十
ニ
棚
、

線
棉
駐
七
千
傍
白
向
。

高
揖
織
属
ワ
い
て
は

延
享
元
年
十
一
月
上
リ
質
感
五
年
六
月
詣
↓
二
ケ
瞳
問
に
紬
峰
町
千
二
百
四
十
一
帯
(
内
、
現
業
者
千
百
七
十
七
軒
)

究
明
元
年
よ
り
寛
政
八
年
迄
、
二
千
百
二
十
軒
(
向
、
四
首
軒
程
休
業
)
構
数
凡
二
千
五
百
八
十
機

百
人
保
十
年
よ
り
十
コ
一
年
迄

二
千
百
十
八
軒
(
円
、
三
百
十
入
軒
休
業
)
槽
動
凡
三
千
宵
六
十
四
機

[西陣天狗筆記」



て
生
高
機
=
一
組
に
う
い
て
は
延
亭
頃
二
百
槽
斗
り
、
今
は
(
天
保
末
年
か
)
亙
十
、
六
十
に
足
ら
ず
。

て
問
機
織
属
に
つ
い
て
は

(
イ
)
琉
靖
博
多
織
出
血

丹

後

品

( 

J、
) 

完
鷲
級
純
昆

宜
政
十
三
年
頃

天
保
十
二
年

究
保
十
三
年

買
保
十
五
年

長

市
叫
日
開
世
六
信
頃

百

四

十

八

軒

二
百
九
十
二
軒

百首

百

三

十

軒

一
百
七
十
軒

百
四
十
r
R

軒

kt'1 

百

百

棚

安

永

十

年

天

明

大

年

定
政
寸
二
年

天
時
十
四
年

寛

政

九

年

天

保

十

年

究
保
イ
四
年

約

九

十

軒

約
百
一
一
一
十
軒

官

僚

軒

十

四

五

軒

五

百

入

十

槽

ヰT 軒

一
百
八
十
機

一
百
八
十
機

一
一
百
ヒ
寸
機

ハ
百
八
十
槽

約

百

五

十

構

軒

約

百

三

十

槽

約

三

十

三

機

宵

五

十

機

E
百
五
十
倍
掛

北
他
制
梢
緬
、
コ
一
品
、
新
木
家
挺
斗
口
、
怜
絢
、
紙
子
師
、
羽
二
重
、
茶
宇
嶋
、
木
綿
織
、
都
令
五
百
軒
館
、
機
駈
七
百
五
十
倍
(
年

五

十

係

機

但
、
此
内
縮
緬
他
民
は

代
不
詳
、
天
保
十
年
前
提
の
こ
と
な
る
ペ
き
か
)

二
首

E
十
槽

寛
政
十
二
年

天
保
十
一
年

天
保
十
四
年
九
月 λ

十
九
軒

十
四
軒

三
十
九
概

一
百
十
λ
軒
(
内
百
十
九
軒
休
業
)
四
百
三
十
掛

論

西
陣
白
機
業
仲
間

以
上
の
数
字
が
果
し
て
如
何
程
精
確
な
も
の
で
ゐ
る
か
は
、

A
寸
俄
か
仁
判
断
L
難
い
。
享
保
の
西
陣
燥
の
際
の

七

叢

第
二
十
巻

(
第
一
一
概

三
七
)



前

叢

A 
) 

A 

都

税

四
陣
の
機
業
仲
間

第
ご
十
巻

機
数
は
「
翁
草
」

焼
巳
数
三
部
十
二
機
ご
な
っ
て
を

h
、
こ
の
勅
に
つ
い
て
は
寧
ろ
「
西
陣

に
は
総
数
七
高
徐
、

天
狗
筆
記
L

の
数
字
を
異
に
延
き
も
の
ご
考
へ
ぎ
る
を
得
ぬ
次
第
で
あ
る
が
、
明
和
七
年
に
仲
買
に
劃
す
る
取
引

方
法
改
正
の
論
速
に
到
す
る
答
申
書

ω中
に
、
嘗
時
松
竹
梅
鶴
鎚
五
組
の
紘
犀
何
百
五
十
一
軒
、
永
、
本
雨
組

ω

織
屋
百
三
十
軒
、
合
計
高
機
七
組
、
五
百
八
十
一
軒
あ
り
し
胃
、
明
記
さ
れ

τ居
る
か
2iv
前
掲
的
責
同
機
織
犀
の

数
に
比

L
τ
は
殆
ん
い
と
字
数
に
も
足
ら
泊
。
か
く
の
如
き
次
第
で
ゐ
る
か
ら
、
此
等
の
数
字
は
た
い
委
考
ご
し
て

怒
に
之
を
掲
〈
る
に
止
む
る
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

た
い
γ

西
陣
織
毘

ω内
で
高
機
人
組
の
も
の
が
、
最
も
多

数
で
あ
っ
た
こ
ご
は
、

こ
れ
を
知
り
得
司
令
の
み
な
ら
す
、
古
老
の
談
に
よ
る
も
こ
れ
を
察
す
る
こ

Z
が
出
来
る
o

御

寮

織

物

司

御
寮
織
物
司
は
朝
廷

ω御
用
品
を
製
織
す
る
こ
ご
を
任
務
ざ
す
る
純
斥
で
あ
る
が
、
大
九
何
人
座
三
十
一
人
的
織

屋
川
り
内
が
ら
出
た
筒
日
正
し
き
家
柄

ωも
の
で
あ
っ
て
、
俗
に
之
を
六
人
衆
ご
い
ム
o

郎
ち
次

ω如
し
。

「
井
川
肌
氏
。
家
競
紋
日
阻
止
一
可
。
紋
同
開
子
町
、
一
元
砲
の
比
よ
り
安
永
年
中
記
住
、
山
川
俊
伊
佐
町
位
、
覚
武
年
中
に
禁
衷
柳
所
心
純
白
桐
表
紙
井
に
日

光
仰
帥
制
御
純
物
松
川
崎
即
に
し
て
織
立
候
。
御
袋
英
と
し
亡
問
例
に
不
勉
、
和
摸
と
月
制
す
、
時
に
見
本
f

二
年
乙
主
十
二
月
十
七
日
の
口
京
な
り
0

1
品
目
元
帥
年
に
伊
和
守
h
任
目
、
熱
る
庭
、
仕
才
あ
り

C
文
化
年
巾
遺
受
制
御
抄
汰
在
〈
、
丈
政
一
一
卯
正
月
二
十
円
同
州
摸
介
と
受
領
す
。

利
久
田
氏
。
家
聴
組
組
と
云
、
件
判
所
不
詳
リ
鹿
長
前
年
十
一
向
古
家
近
臣
三

J
興
丸
郎
三
土
民
の
性
を

M
相
続
す
。
家
骨
桝
日
且
と
い
ふ
。
芝
大
武
町
に

位
、
共
筏
今
の
紋
犀
闘
子
町
住
て
家
蹴
献
血
民
、
と
改
。
元
韓
年
内
剥
前
衛
門
布
且
守
主
怪
叫
す
。
壮
才
あ
て
其
後
文
政
二
卯
詫
受
制
的
制
抄
誌
な

L
、

拙稿「天保時代田酉陣」各誌第十九谷五抗6，頁
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同
正
月
越
前
介
と
受
領
す
。

井
闘
氏
。
其

M
前
は
小
島
氏
と
い
ふ
。
故
省
て
正
徳
年
中
に
井
闘
と
改
苗
ナ
。
小
島
氏
自
家
披
不
詳
。
井
問
問
氏
改
苗
に
什
家
腕
枇
尾
と
い
ふ
。
正

徳
年
よ
り
一
大
保
三
辰
の
年
迄
紋
長
岡
子
町
に
住
、
長
右
衛
門
文
政
三
卯
正
月
長
門
介
と
受
領
す
。

中
西
氏
。
家
時
酬
は
織
民
と
い
ふ
。
西
陣
東
大
北
小
路
使
、
平
布
衛
門
元
昨
年
中
土
佐
守
任
泊
、
択
一
一
時
年
中
三
上
方
に
同
居
に
而
其
後
中
絶
、
兎
政

年
中
親
知
よ
り
相
樹
、
宜
同
行
衛
門
盟
後
介
と
い
比
政
ニ
卯
正
月
帯
側
ナ
。

間
取
氏
。
家
腕
胡
同
地
と
い
ふ
。
西
陣
点
尤
北
小
路
住
、

-Z
時
年
中
に
宇
兵
衛
伊
豆
守
と
任
官
す
。
明
和
巾
無
子
に
て
三
上
利
有
衛
門
の
子
宇
兵
衛

白
養
子
三
上
民
と
改
苗
ず
の
定
政
年
中
絶
家
o

A
根
氏
。
家
競
附
刷
物
屈
と
い
ム
。
四
陣
京
大
北
小
路
仲
町
、
又
賛
同
四
年
中
に
紋
属
岡
子
町
に
寛
政
年
中
迄
佳
、
元
雄
年
中
、
伊
右
衛
門
、
長
門
守
と

任
官
す
。
文
政
二
卵
正
月
審
議
大
和
介
啓
領
す
、
天
保
九
年
成
成
絶
家
と
な
る
。

f

明
大
家
中
止
日
よ
り
今
に
を
凹
宵
有
品
均
年
り
内
に
泡
々
柁
所
鑓
、
苗
宇
替
り
て
其
糸
賞
。
績
L
家
は
半
に
な
り
ぬ
』

以
上
は
「
両
陣
天
狗
筆
記
」
の
記
事
で
あ
る
が
、

是
の
「
西
陣
天
狗
筆
記
」
は
井
関
相
撲
介
政
因
の
撲
に
炉
、
る
。

同
書
に
は
三
上
家
の
こ
Z
に
閲
じ
明
治
十
人
年
頃
に
記
さ
れ
た
る
附
議
が
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
に
よ
る
ご
「
職
工
男
女

若
干
人
を
使
用
し
、
夏
冬
の
御
官
服
類
は
海
て
調
進
方
相
勤
来
り
、
加
之
争
、
倭
錦
唐
械
は
勿
論
精
工
細
密
の
織

物
を
製
芯
仁
、
庚
(
坤
祉
の
一
柳
具
或
貴
紳
諸
家
之
需
用
に
供
し
、
其
問
時
勢
の
援
遜
に
図
、
り
、
製
口
仰
の
増
減
あ
り

Z
雄
も
、
元
亀
年
間
開
業
よ
り
今
明
治
十
人
年
に
重
り
、
其
忌
一
箱
を
経
歴
す
る
こ
ご
厳
に
三
百
十
伶
年
連
綿
Z
し

用
を
奉
子
る
こ
ご
が
第
一
の
職
務
で
は
あ
る
が
、

て
該
業
に
従
事
す
る
は
古
来
品
位
を
不
向
、
随

τ世
人
の
、
機
信
を
得
る
に
依
る
」
云
々
、
正
あ
る
か
ら
、
朝
廷
り
御

ぞ
れ
ご
共
に
紳
一
枇

ω
紳
具
貴
紳
諸
家
の
需
要
に
も
臆
唱
し
も
の

論

設

西
陣
の
構
業
仲
間

第
二
十
巻

(
弟
一
一
抗

チし
) 

九



論

叢

西
陣
の
棚
業
仲
間

第
二
十
巻

(
第
三
輯

三
Q
}

。

な
る
こ
吉
は
明
炉
で
あ
る
。

天
保
十
二
年
的
定
書
を
見
る
ご

ー『

定

一
、
御
用
御
品
柄
御
下
行
等
監
錦
親
類
共
他
見
他
言
仕
開
制
候
事

一
、
御
用
之
節
従
先
規
動
家
之
依
者
勿
論
、
臨
時
御
知
之
節
抑
一
茂
無
逃
々
可
能
出
候
。
必
慮
病
申
立
候
儀
決
而

有
之
間
舗
候
事

一
、
蒙
勅
許
以
威
光
世
間
h
一
小
作
法
有
之
候
儀
川
柳
川
付
之
開
制
候
事

一
、
非
常
族
行
出
火
之
節
帯
川
被
苑
候
共
樵
威
ク
間
敷
義
致
問
舗
仮
事

一
、
無
様
他
凶
之
儀
者
不
及
申
、

一
夜
泊
龍
山
候
共
、
其
度
々
仲
ケ
間
わ
柏
田
畑
可
被
巾
出
候
事

一
、
恒
例
井
臨
川
御
用
沖
一
も
御
品
数
知
之
候
節
は
、
順
番
定
通
h
相
勤
可
申
事

一
、
御
用
之
節
清
倖
に
仕
候
儀
者
勿
論
似
問
、
親
族

h
縁
混
綴
布
之
候
岩
早
速
仲
ケ
問
え
相
居
可
被
申
出
候
。

際
霞
候
而
決
而
相
勤
申
問
舗
仮
事

一
、
臨
時
御
用
多
分
被
仰
出
仮
簡
は
、
織
割
高
甲
乙
有

-ι
候
問
振
M

聞
を
以
相
勤
可
申
事

一
、
御
用
料
相
波
h
依
節
一
統
漣
印
之
上
以
裁
可
仕
事

但
し
宣
人
じ
而
も
落
印
有
之
候
は
い
V

決
而
仰
請
申
問
致
事



一
、
御
用
相
勤
候
付
自
己
に
願
立
前
借
等
仕
間
敷
候
。
高
一
無
様
前
借
願
候
儀
侠
は
い
・
一
一
統
一
市
談
之
上
漣
印
を

以
願
立
候
背
中

右
之
俊
身
{
止
法
之
遁
堅
可
相
守
候
。
若
於
違
背
者
葉
越
御
刷
家
え
申
出
、
邸
時
に
仲
グ
間
相
除
き
可
申
候
o

無

忘
却
急
度
可
相
守
候
事

天

保

十

ニ

昔

年

御
寮
御
織
物
司
中
⑪

L. 

E
あ
っ
て
御
用
勤
仕
順
番
を
定
め
、
臨
時
多
分
の
御
用
あ
る
場
合
に
は
、
闘
を
以

τ織
割
高
を
定
め
、
御
用
料
の

受
領
、
前
借
の
願
出
等
が
一
統

ω地
印
を
以
て
す
る
規
定
の
存
す
る
等
、
六
家
の
聞
に
甲
乙
な
〈
六
人
衆
が
一
周

ご
な
っ

τ御
用
を
奉
仕
じ
た
一
」
ご
を
想
見
す
る
こ
さ
が
出
来
る
。

六
人
衆
は
其
家
柄
に
於

τ、
又
其
業
務
に
於
て
、
右
い
ふ
が
如
〈
会
〈
別
格
の
も
の
で
あ
っ
た
o
然
し
高
機
織

屋
の
者
Z
雄
、
そ
の
班
先
は
大
合
人
座
三
十
一
人
の
中
か
ら
出
て
を
る
も
の
が
あ
り
、
六
人
衆
一
炉
精
巧
な
る
紋
織

物
を
製
泡
す
晶
子
」
同
じ
〈
、
高
機
の
者
も
紋
織
物
を
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
者
の
間
に
は
多
少
関
係
の

相
通
す
る
も
の
が
あ
る
o

従
う
て
六
人
衆
は
、
常
に
超
然
Z
し

τ、
商
陣
一
般
の
機
業
家
閣
外
に
立
も
て
、
西
陣

機
業
家
間
の
共
通
問
題
に
つ
い

τ冷
限
鵡
せ
し
わ
り
で
は
な
〈
、

あ
る
場
合
に
は
高
機
織
犀
な
ど
、
そ
の
行
動
を

共
に
せ
し
ニ
さ
も
あ
る
。
例
へ
ば
文
化
十
四
年
に
西
陣
に
奉
会
人
取
究
所
を
設
げ
て
、
職
工
の
悪
風
を
矯
正
L
、

諭

霊童

西
陣
白
槽
業
仲
間

第
二
+
各

(
第
一
瞬

} 

) 



論

業

一) 

商
陣
の
樹
業
仲
間

第
二
十
巻

(弟一一瞬

其
岡
敬
流
離
の
弊
を
防
遇
せ
ん
ご
す
る
に
蛍
-
え
高
機
入
組
生
高
機
三
組
正
共
に
御
寮
織
物
司
も
其
運
動
に
加
は

り
、
取
究
所
設
詮
の
品
位
、
御
寮
織
物
司
よ
り
も
行
事
一
人
を
取
究
所
へ
出
動
せ
し
め
て
共
同
に
そ
の
事
務
に
奥
り

し
が
知
き
、
ま
た
嘉
永
二
年
十
二
月
機
業
家

ω困
窮
を
訴
へ
職
工
の
収
締
を
巌
に
せ
ん
一
}
正
を
乞
へ
る
際
に
も
、

御
寮
織
物
司
は
高
機
入
組
行
事
ご
連
名
に
て
之
を
請
願
し
、
或
は
慶
藤
三
年
絹
寅
捌
所
を
立
て
、
、
西
陣
の
不
況

を
救
済
す
る
の
一
策
に
供
せ
ん
こ
ご
を
詩
腐
せ
る
際
に
も
、
御
寮
織
物
司
、
諸
機
人
組
、

て
せ
ら
れ
て
ゐ
る
如
、
き
主
二
例
で
ゐ
る
o

商
機
織
屋
の
捷
名
を
以

高
機
人
組
株
仲
間

4 

の

成

立

そ

高
機
織
屋
は
前
惑
の
如
〈
西
陣
の
中
堅
で
あ
り
、

を
の
中
に
は
大
合
人
座
三
十
一
人
の
内
か
ら
出
た
筋
目
正
し

き
家
も
あ
っ
た
o

彼
等
が
一
の
株
仲
間
三
し
て
認
め
ら
る
、
に
至
っ
た
の
は
延
享
二
年
(
悶
暦
一
七
四
五
年
)
の
こ
Z
で

あ
る
o

そ
の
前
年
の
寛
保
四
年
{
回
廊
一
七
四
四
年
)
に
は
高
機
織
屋
の
中
、

三
十
一
人

ω岩
が
連
署
し
て
上
州
桐
生
紋

紗
綾
織
立
差
止
め
の
儀
を
請
願
し
て
、
或
程
度
ま
で
茶
目
的
を
遣
す
る
こ
ご
を
得

τ、
掛
外
的
に
一
の
特
権
を
占

む
る
仁
至
つ
允
も
の
で
ゐ
る
が
、
劃
内
的
関
係
に
就
て
之
を
見
る
も
、
同
年
十
一
月
の
仲
間
定
法
が
あ

b
、
既
に

ニ
の
時
に
は
高
機
織
屋
が
一
回
ご
な
っ
て
仲
間
を
作
b
居
た
り
し
も
の
で
あ
る
。
而
し

τ翌
延
享
二
年
二
月
に
は

f高槽大崎序主j

r商陣天狗筆~BJ
古文書

)

)
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除
商
寛
人
が
新
に
宜
同
機
織
屋
を
轡
む
こ
ご
を
禁
A
V
る
こ
己
、
六
月
に
は
高
機
七
組
の
惣
名
前
帳
を
一
冊
ご
せ
十
七

冊
ご
し
て
各
組
に
一
冊
づ
、
備
萱
〈
こ
ご
を
乞
ふ
て
何
れ
も
そ
の
許
可
を
得
、
同
年
七
月
、
左
の
燭
書
が
品
目
せ
ら

れ
て
、
高
機
七
組
は
，
，
、
に
幕
府
よ
h
J
其
設
立
を
公
認
せ
ら
れ
、

己
、
な
っ
た
も
の
で
め
る
。

一
の
株
仲
間
t
し
て
濁
占
的
特
権
を
占
ひ
る
こ

「
一
、
近
年
外
商
責
人
よ
り
新
規
に
高
機
織
屋
い
た
し
候
者
有
之
、
次
第
に
相
増
候
而
は
高
機
織
尾
難
儀
之
筋
に

相
聞
候
。
向
後
外
世
間
寛
人
之
も
の
新
規
高
機
織
屋
致
問
敷
事

一
、
惣
而
織
屋
之
子
供
井
弟
子
之
分
、
新
規
に
高
機
織
屋
柏
崎
致
候
儀
者
仲
介
'
問
相
調
可
矯
次
第
事

一
、
繊
手
糸
繰
奉
公
人
之
儀
賞
、
水
三
成
年
相
胸
候
通
禰
可
相
守
事

ポ
之
越
西
陣
織
犀
に
携
k

リ
候
糸
屋
共
其
外
職
人
等
に
可
申
聞
置
事

近:

七
れ
月

b. 

こ
の
高
機
七
組
は
松
・
竹
・
梅
・
鶴
・
亀
・
永
・
紗
の
七
つ
で
ゐ
る
が
、
何
を
根
譲
ざ
し
て
函
別
さ
れ
て
居
た
も
の
で

あ
る
が
明
が
で
な
い
。
「
西
陣
天
狗
筆
記
」
に
前
掲
の
機
業
戸
数
を
逃
ぺ
を
れ
る
保
下
に
、

松

組

『
綿
子
、
純
子
、
郡
中
、
央
綾
、
斜
、
博
多
織

偶

組

錦
、
金
禰
、
銀
禰
、
箔
織
も
の
類

最E

jI< 

車E

梅

鰭
珍
、
糸
色
織
も
の
、
た
と
へ
ば
近
世
紳
鰍
は
ふ

車E

竹

亀

車E

論

議

= 

) 

四
陣
白
機
業
神
間

第
二
十
巻

第

鵠

。["高欄大帳序文J



諭

議

四
陣
の
機
業
仲
間

第
二
十
巻

(
停
一
瞬

=
一
回
}

四

綾
、
紺
、
紗
、
精
好
、
紋
織
耐
拠
地
物

紗

高且

但

L
本
字
組
ご
い
ふ
は
安
永
頃
よ
り
七
組
之
内
、
そ

ω分
る
、
営
時
人
組
に
成
c

右
安
氷
之
頃
迄
松
竹
梅
鶴
盆
永
紗
正
七
組
に
イ
L

織
物
に
よ
り
て
組
分
ゐ
ち
し
仁
、
其
後
入
組
入
交
、
織
物
之
品

瓦
に
織
A

(

ロ
ゆ
へ
に
取
極
b
あ
し
」
云
々

ご
あ
っ
て
、
始
め
は
組
に
よ
っ
て
大
煙
織
物
の
稲
類
を
異
に
せ
し
如
〈
で
あ
る
が
、
後
に
は
毛
の
隠
別
明
ら
か
な

ら
Y
る
こ
ご
、
な
っ
た
如
く
で
あ
る
。

「
西
陣
天
狗
筆
記
」
り
右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
高
機
七
組
が
八
組
Z
な
り
し
は
、
安
永
頃
ご
な
っ
て
居
る
が
、
明

和
四
年
七
月
の
定
訟
を
見
る
さ
、

ι、
の
内
の
一
ケ
僚
に
「
七
組
に
て
是
迄
相
勤
来
'
り
候
露
、
惣
中
相
談
的
上
、
資

暦
十
三
未
年
に
御
願
申
上
御
許
容
被
成
下
、
入
組
に
相
成
候
」
云

-qt
あ
る
か
ら
、
「
西
陣
天
淘
筆
記
」

ω
記
事
の
誤

謬
な
る
こ
さ
は
明
か
で
ゐ
る
が
、
本
字
組
の
出
来
た
の
は
、
従
来
考
へ
ら
れ

τゐ
た
如
〈
、
七
組
に
本
字
組
を
加

へ

τ入
組
さ
せ
し
も
の
か
、
或
は
七
組
の
内
か
ら
品
川
れ
て
入
組
ご
な
っ
た
も
の
か
、
そ
の
賞
時
ト
文
書
に
接
せ

F

る
が
た
め
、
明
か
で
は
な
い
が
、
右
の
「
天
狗
筆
記
」
の
記
事
で
は
、
七
組
め
内
か
ら
分
れ
て
人
組
ご
な
っ
セ

E
ω

、
如
〈
で
あ
る
。
仲
間
定
法
か
ら
見

τも
新
に
高
機
械
尿
を
即
時
耳
目
h
u

こ
ご
は
禁
止
さ
れ

t
ゐ
た
も

ωで
あ
る
か
ら
、

他
よ
り
附
付
加
は
っ
て
入
組
に
な
る
よ
り
は
、
七
組
の
一
部
の
も
の
が
、
「
惣
中
相
談
の
上
」
別
に
他
に
一
組
を
作

っ
て
八
組
芭
な
っ
た
ご
見
る
方
が
趨
嘗
で
あ
ら
う
ご
考
へ
ら
れ
る
。

「高機大帳序文」
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2) 
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か
〈
の
如
〈
高
機
紙
屋
仲
間
は
じ
組
者
〈
は
人
組
に
分
れ
て
居
る
が
、
各
組
が
各
』
一
の
株
仲
間
た
る
も
の
で

は
な
く
、
高
機
七
組
若
〈
は
古
同
機
入
組
、
己
し
て
一
の
株
仲
間
を
作
り
し
も
の
で
あ
る
こ
芭
は
い
ふ
迄
も
な
U
。

口、

組

織

そ

の

高
機
株
仲
間
の
組
織
に
つ
い
て
は
先
づ
仲
間
定
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
見
る
こ
さ
が
出
来
る
。
大
抵
の
仲
間
定
法

は
胃
闘
に
会
儀
の
諸
法
度
を
殿
守
す
る
旨
を
誓
ひ
、
同
業
者
の
制
限
、
傍
業

ω円
的
方
法
、
仲
間
役
員
印
ち
年
行

事
-
H
月
行
事
・
勘
定
方
等
の
職
務
及
び
選
任
方
法
、
仲
間
の
経
費
、
新
加
入
者
又
は
相
続
に
閲
す
る
加
入
銀
、
振
舞

銀
額
、
解
雇
し
た
る
雇
人
に
船
出
す
る
制
裁
等
の
こ
ご
が
規
定
さ
れ
、
仲
間
一
統
記
名
調
印
す
る
を
例
ご
す
る
。
商

陣
の
機
業
仲
間
に
つ
い
て
も
亦
大
同
小
異
で
ゐ
る
o

延
享
元
年
十
一
月
の
高
機
七
組
の
定
法
を
見
る
さ
、
同
業
者

ω制
限
、
加
入
、
休
職
等
に
関
す
る
こ
ご
の
外
為

奉
会
人
及
び
賃
業
者
に
闘
す
る
-
』
ぜ
等
が
規
定
さ
れ
て
を
り
、
明
和
四
年
七
月
の
入
組
定
法
で
は
、
夏
に
以
上
の

外
、
紋
尾
筏
屋
等
の
補
助
業
者
に
閲
す
る
こ
正
、
座
外
の
制
裁
、
行
事
等
の
職
務
、
組
A
(

日
貝
の
負
携
、
仲
買
ご
の

取
引
定
等
の
こ
さ
が
記
さ
れ
て
居
る
c

並
(
他
奉
会
人
及
び
賃
業
者
仁
閲
す
る
一
』
吉
、
取
引
定
の
こ
さ
に
つ
き
随
時

規
定
吉
れ
た
も
の
が
今
に
侍
は
っ
て
居
る
が
、
議
に
は
奉
公
人
.
賃
業
者
、
補
助
業
者
や
取
引
定

ω
こ
ご
は
省
略

L
て
、
同
業
者
に
閲
す
る
こ
さ

rけ
が
如
何
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
、
延
享
一
冗
年
正
明
和
四
年
芭
の
定
法
に
よ

っ
て
説
い
て
見
た
い
ご
思
ふ
o

論

叢

四
陣
の
機
業
仲
同

(第一一揖

第
二
十
巻

三
五
)

主正

「高構大帳序文」

向上

1) 

2) 



論

議

関
陣
由
揖
業
仲
間

第
二
十
巻

第

腕

>、
) 

プミ

(
一
)
同
業
者
の
制
限
。
前
越
の
如
〈
高
機
織
屋
の
中
に
は
大
介
入
座
三
十
一
人
の
内
か
ら
出
て
居
る
も
の
も
あ

hzJ
、
尚
絡
を
等
び
し
の
み
な
ら
す
、
同
業
者
を
制
限
し
て
他
商
真
人
の
新
規
機
業
を
倍
む
こ
ご
は
厳
に
之
を
禁
じ

た
も
の
で
あ
る
o

こ
の
結
に
つ
い
て
の
仲
間
定
訟
の
規
定
を
見
る
ご

『
一
、
第
一
蛍
職
之
儀
者
前
以
由
緒
有
之
候
得
者
、
自
今
伶
商
責
人
わ
堅
持
劫
致
申
閥
致
事
。

一
、
嘗
職
の
家
之
娘
た
り
芭
も
、

一
旦
他
商
寅
'
ロ
嫁
入
候
而
、
勝
手
之
筋
に
付
、
業
妻
の
縁
を
以
、
織
屋
h
v
h仏

さ
せ
候
事
、
堅
匁
致
問
齢
別
事
。

一
、
本
家
嫡
子
に
相
緩
潟
致
、
次
男
に
で
も
三
男
に
で
も
、
別
宅
宿
這
入
潟
致
候
共
、
拾
五
歳
以
下
之
者
加
入

匁
致
申
問
敷
候
事
。

但
し
幼
少
の
者
召
建
別
宅
際
居
い
だ
仁
、
右
幼
少
之
者
名
前
じ
一
陶
仲
ク
問
加
入
之
義
は
格
別
之
事
。
自
分

は
隠
居
も
不
致
候
而
ザ
憂
い
ず
い
た
し
、
右
養
子
加
入
居
岬
致
其
名
前
を
以
、
外
方
に

τ繊
屋
い
た
し
候
義
か
た

〈
仕
閥
敷
事
』
(
延
享
元
年
)

郎
も
同
業
者
は
鴬
職
井
に
そ
の
相
綴
入
、
品
川
家
及
び
徒
弟
年
限
を
勤
め
上
げ

τ宿
】
逗
入
を
な
し
(
暁
箆
を
分
け
て
貰

ふ
こ
と
た
る
者
に
限
る
の
で
あ
っ
て
、
嘗
職
の
娘
で
も
、
徐
商
貢
人
へ
嫁
入
り
叉
は
別
家
せ

ι場
合
に
は
、
そ
の

娘
の
縁
を
以
て
同
業
を
開
始
す
る
こ
ご
は
出
来
泊
。
ま
た
「
主
人
跡
目
無
之
も
の
は
安
組
ね
金
百
疋
宛
に
て
加
入

鶏
致
可
申
候
』
(
明
和
四
年
)
ご
あ
る
か
ら
去
人
の
家
が
絶
家
ご
な
る
場
合
は
そ
の
株
を
引
受
け
加
入
1
得
た
も
の
で



あ
ら
う
o

而
L
て
同
業
者
に
は
入
組
の
名
を
記
し
た
る
表
札
を
渡
し
て
門
戸
に
掲
げ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
o

延
享
一
冗
年
定
法
に
は
「
賃
帥
刷
機
出
候
節
仲
グ
間
入
無
之
方
者
勿
論
、
加
入
布
之
候
て
も
用
拾
に
相
成
、
表
札
無

之
+
み
は
賃
機
出
し
不
巾
候
一
事
」
ご
あ
る
か
ら
、
用
捨
即
ち
休
戦
中
じ
て
表
札
を
組
合
へ
返
せ
る
者
は
賃
機
を
出
す

二
芝
は
出
来
目
。
ま
た
明
和
四
年
の
定
法
で
は
、
件
弟
子
等
が
宿
這
入
し
又
は
休
戦
の
者
が
復
職
し
た
る
場
合

に
、
こ
の
表
札
を
受
け
、
さ
る
内
は
、
織
出
す
ニ
デ
ゼ
禁
壱
ら
れ
、
或
は
休
職
者
が
復
職
し
た
る
-
』

t
e伊
】
屑
出
で
表

札
を
渡
し
た
ご
こ
ろ
「
白
分
は
細
工
に
か
よ
び
、
所
持
の
表
札
他
家
に
譲
hJ
、
外
職
取
企
申
候
而
紛
敷
義
共
有
之

候
に
付
、
行
事
中
寄
合
M
m
E

味
相
遂
候
上
合
印
相
渡
し
可
申
候
事
」
ご
規
定
し

τあ
る
蕗
か
ら
見
れ
ば
、
こ

ω
表
札

は
中
々
重
大
な
る
意
義
ゐ
る
も
の
芭
考
へ
ら
れ
る
。

次
に
織
犀
が
組
合
を
嶋
中
る
場
合
即
ち
或
組
に
麗
せ
る
織
屋
が
、
他
の
組
へ
加
入
せ
ん
ご
す
る
場
合
は
互
に
屑

合
、
組
中
の
承
諾
を
得
れ
ば
、
兎
に
角
、
然
ら

F
る
場
合
は
之
を
な
す
こ
子
宮
得
F
る
司
』
己
、
な
っ
て
居
る
(
延
享

一
元
年
定
法
)
。

以
上
の
規
定
を
見
て
も
如
何
に
組
合
員
の
加
入
股
退

ω束
縛
せ
ら
れ
て
居
た
か
い
判
か
る
で
あ
ら
う
。
蓋
、
株

仲
間
成
立
の
一
闘
が
同
業
者
の
自
由
競
争
を
避
(
る
に
在
b
ご
す
れ
ば
、
這
聞
の
規
定

ω存
す
る
こ
ご
は
巳
む
を

得
泊
所
で
あ
る
o

三
)
各
組
及
び
八
組
の
組
織
。
高
機
織
屋
は
各
々
俄
・
翁
・
松
・
竹
・
栴
・
永
・
紗
・
本
山
ナ
の
各
組
の
何
れ
か
に
属
し

諭

護

西
岡
田
機
業
仲
間

第
二
十
巻

第

腕

三
七
)

七



論

議

西
陣
の
揖
業
仲
間

第
二
十
巻

第

親

三
八
}

A 

f
を
り
、
各
組
仁
は
年
行
事
・
常
行
事
(
月
行
事
)
な
ど

ω幹
部
が
あ
っ
て
組
合
の
事
務
を
執
っ
た
も
の
で
あ
る
。

年
行
事
は
事
務
を
絡
憎
し
、
常
行
事
(
或
は
月
行
事
〉
数
人
の
も
の
が
交
代
に
嘗
両
の
広
務
曾
計
に
嘗
っ
た
も
の
で
ゐ

る
。
行
事
の
歎
は
明
か
で
な
い
が
嘗
行
事
が
二
人
以
上
ゐ
り
た
こ
己
は
明
か
で
あ
る

(
搬
出
。
此
等
役
員
的
選
任

方
法
は
定
法
に
は
規
定
が
な
い
が
、
古
老
の
談
に
よ
れ
ば
、
組
合
員
中
の
有
力
者
が
談
合
的
上
で
就
任
L
た
も
の

ら
し
い
。
通
常
仲
間
名
簿
の
筆
頭
よ
h
五
人
目
位
迄
の
者
が
、

そ
の
職
に
就
い
た
ゃ
う
で
あ
る
。
定
・
法
に
は
『
組

行
事
之
儀
は
宇
季
替
h
に
相
勤
可
申
事
』
(
明
利
凹
年
)

Z
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
年
行
事
首
行
事
ご
も
に
同
様
の
任
期
で

あ
っ
た
か
否
や
は
明
か
で
な
い
o

然
し
末
日
公
人
取
究
所
の
規
程
じ
は
『
年
行
事
の
儀
は
一
グ
年
限
交
代
致
其
度
々

御
役
所
わ
御
断
申
上
』
一
広
々
(
文
牝
十
E
3
Z
あ
る
か
ら
、
各
組
の
場
合
で
も
、
年
行
事
は
普
通
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ご

同
様
任
期
を
一
ヶ
年

t
L
ロ
も
の
で
は
な
い
γ

か
Z
思
4
0
古
老
の
談
に
よ
れ
ば
各
組
及
人
組
の
行
事
等
の
役
員
は

何
れ
も
無
報
酬
で
あ
っ
た
己
い
ふ
。

高
機
人
組
に
は
二
季
寄
合

ω制
度
が
ゐ
b
、
各
組
よ
h
行
事
が
集
っ
て
協
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
定
法
に
は

「
一
、
入
組
脊
合
之
節
者
世
田
行
事
之
内
よ
b
或
入
、
先
行
事
よ
り
或
入
、
春
一
組
よ
り
同
人
宛
相
勤
可
申
候
。
尤
御

公
用
筋
者
勿
論
其
外
資
先
買
元
下
職
ご
も
相
調
之
儀
有
之
岩
、
惣
行
事
致
披
露
相
談
之
上
取
斗
可
仕
候
。

共
上
に
惣
中
j

口
可
申
関
候
事
。

、

二
季
寄
合

ω儀
は
例
年
八
組
一
一
統
申
合
、
糸
値
段
高
下
割
合
を
以
、
行
事
共
絹
相
場
相
極
め
総
組
中
へ
披



露
可
仕
事
、
又
は
不
寄
何
事
評
議
可
仕
義
有
之
候
得
ば
、
行
事
共
相
談
の
上
、
臨
時
の
寄
合
仕
線
中
へ
披

露
可
仕
事

一
、
勾
月
入
組
勘
定
之
儀
者
、
月
行
事
立
令
勘
定
可
仕
事
』
(
明
和
閉
ま

古
あ
る
h
r
A
b
、
寄
合
の
場
合
に
は
各
組
炉
ら
四
人
宛
、
都
合
三
十
二
人
の
一
者
が
集
ワ
て
協
議
し
た
も
の
で
あ
ろ

が
、
臨
時
必
要
ゐ
る
場
合
に
は
随
時
協
議
が
閲
が
れ
た
o

協
議
事
項
ご
し
て
は
、
定
法
に
あ
る
通
り
御
会
用
筋
は

勿
論
、
共
外
仲
買
糸
屋
下
職
等
に
関
す
る
事
を
議

L
、
糸
岡
田
に
臆
じ
℃
織
物
の
相
場
を
大
鱒
協
議
す
る
こ
ご
も
行

は
れ
、
曾
計
は
毎
月
之
を
勘
定
L
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
定
法
に
よ
る
ご
、
徒
弟
が
年
期
を
勤
め
上
げ
て
仲

こ
の
二
季
の
集
曾
で
承
認
を
得
る
ニ
Z
、
な
っ
て
を
う
た
。
延
享
二
年
ハ
文
書
に
は

間
へ
加
入
す
る
場
合
に
は
、

「
七
組
惣
人
数
名
前
、

受
組
仁
萱
冊
づ
、
差
置
、
増
減
之
節
者
主
一
組
之
行
事
へ
相
達
し
互
に

帳
而
を
七
冊
仁
仕
、

談
合
仕
候
様
に
仕
度
』
云

h
q
t
あ
る
か
ら
、
仲
間
の
増
減
は
直
接
に
は
各
組
で
取
扱
ひ
、
入
組
ニ
季
寄
合
の
際

に
、
之
を
報
告
し
て
承
認
を
得
る
位
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
ゐ
ら
う
さ
息
は
れ
る
。

(
三
)
組
合
員
の
義
務
及
び
負
資
。
組
合
員
は
↓
公
儀
の
法
度
を
重
ん
じ
、
定
訟
を
守
b
、
誠
賞
に
業
務
に
勉
む
べ

き
も
の
で
ゐ
る
。
術
同
業
取
締
の
必
要
上
「
銘
々
居
宅
所
努
並
代
替
h
日
開
替
り
名
前
替
等
之
儀
在
之
候
は
い

Y

、
行

Z
定
め
ら
れ

τゐ
る
。
時

事
元
ね
相
届
般
商
書
改
可
申
候
事
」
(
明
和
四
年
)

組
合
員
以
組
合
の
経
費
を
負
跨
せ
な
け
れ
ば
な
ら
心
。
之
は
機
別
出
銭
Z
稀
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遠

t
高
松

論

議

ブL

第
二
十
番

{第一一概

三
九
)

間
陣
の
機
業
仲
間

「高噛大限序"，J3) 



論

議

西
陣
白
機
業
仲
間

第
二
十
巻
判
(
第
一
一
瞬

四
O
)

四
O 

院
股
の
奉
書
(
元
抱
一
年
三
月
三

T
九
日
、
即
一
四
経
一
五
七
一
年
)
に
明
記
苫
れ
て
居
る
o

「
西
陣
天
狗
筆
記
」
に
よ
る
さ
そ
の
金

額
は
宇
季
毎
に
昌
且
機
仁
川
付
百
五
十
文
づ
、
で
月
行
事
が
取
扱
ふ
。
而
h
て
賃
械
業
者
も
之
を
負
借
問
し
た
こ
ピ
は
、

定
誌
に
「
賃
織
之
方
出
銭
不
会
在
之
候
は
い
V

立
機
去
に
引
令
芸
評
相
立
候
様
可
致
事
L
(
明
和
四
年
)
て
あ
る
に
よ
っ
て

も
如
る
こ
正
が
出
来
る
c

こ
の
外
、
臨
時
的
負
携
正

L
て
は
次
の
如
き
も
の
が
定
法
(
明
和
田
」
牛
)
に
規
定
さ
れ
て
ゐ

も
C 

一
、
銘
々
枠
弟
子
仲
間
へ
加
入
の
節
、
登
組
ね
権
料
ご
し
T
銀
畳
両

一
、
大
帳
に
洩
れ
た
る
も
の
、
叉
は
主
人
跡
目
紙
之
も
の
は
、
費
組
へ
金
百
疋
づ
、
に
て
加
入
す
る
噌
}
ご
が
出

来
る
。
不
勝
手
の
た
め
職
業
休
止
の
も
の
は
府
拾
銭
ご
し
て
一
グ
年
鳥
目
百
匁
づ
、
出
す
べ
き
こ
芭

一
、
改
名
山
場
令
は

λ
粗
へ
銀
貸
剛
、
業
組
へ
は
檎
代
を
出
す
べ
き
こ
芭

一
、
常
勤
郎
ち
休
職
者
復
職
の
場
令
は
人
組
へ
銀
士
宮
両
、
並
(
組
へ
樽
代
を
出
す
べ
き
こ
己

一
、
家
競
設
の
場
合
は
入
組
へ
金
子
百
疋
、
装
組
へ
樽
代
を
出
す
べ
き
こ

E

以
上
の
機
別
出
銭
及
び
臨
時
の
負
捨
じ
ょ
っ

τ、
各
組
及
び
八
組
の
経
費
を
支
弊
L
た
も
の
で
あ
る
o

機
別
出

銭
は
、
各
組
か
ら
取
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
老
の
談
に
よ
れ
ば
幕
末
不
景
気
の
場
合
な
ど
は
中
々
出
金
せ

中
、
集
h
J
方
げ
か
悪
か
っ
た
ご
い
ふ
こ
ご
で
ゐ
る
。

(
凹
)
座
外
の
制
裁
。
組
合
員
が
座
外
の
制
裁
を
受
〈
る
場
合
は
、
大
凡
次
り
如
〈
で
あ
る
。



一
、
弟
子
宿
這
入
の
場
合
に
主
人
よ
り
設
丈
を
出
し
加
入
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
が
、
加
入
し
た
る
後
、
高
一

主
従
疎
遠
に
い
た
し
依
は
い
主
人
よ
り
組
中
へ
沙
汰
に
及
び
詩
人
廿
諮
文
を
主
人
へ
差
戻
す
こ
ご
。
即
も
主

人
よ
り
の
保
詮
な
き
こ
宅
、
な
り
加
入
を
取
消
さ
晶
、
形
ご
な
る
(
延
享
元
年
定
法
)

一
一
、
延
享
一
苅
年
定
訟
で
は
織
屋
が
自
家

ω都
合
で
営
分
休
職
せ
る
場
合
又
は
他
の
商
寅
を
管
め
る
場
合
で
も
ニ

季
の
集
曾
に
出
席
し
た
る
場
合
に
限
り
復
臓
の
節
、
一
万
の
組
へ
加
入
す
る
こ
さ
を
認
め
る
が
、
然
ら
ぎ
る

場
合
は
品
川
商
貴
人
同
様
ご
し
印
も
座
外
の
も
の
ご
す
る
o

明
和
四
年
定
訟
で
は
、
多
少
之
れ
さ
異
て
、

休
職
者
が
一
ヶ
年
百
匁
の
周
袷
銭
を
出
す
場
合
は
組
合
員
た
る
資
格
を
失
は
ま
る
も
、
こ
れ
を
出
き
い
V

る

場
合
は
、
組
令
を
港
脱
す
る
も
の
ご
し
て
ゐ
る
。

一
二
、
門
戸
に
表
札
を
掲
げ
な
が
色
機
別
出
銭
に
膝
性

3
る
場
合
は
、
乍
季
は
用
拾
を
以
て
禁
催
に
な

L
お
き
、

並
(
後
前
出
銭
せ
ざ
る
場
合
目
、
表
札
を
預
h
座
外
ご
す
る
O

(

明
利
四
年
)

問
、
出
銭
取
集
め
の
際
、
行
事
に
私
欲
が
ま
し
き
こ

E
ゐ
ら
ば
、
急
度
座
外
ご
す
る

O
B上
)

五
、
組
合
員
が
勝
手
り
最
負
を
以
て
、
筋
合
な
き
も
の
を
偽
り
加
入
せ
し
め
た
る
さ
・
き
は
、
其
主
人
、
世
話
人

等
を
座
外
す
る
O

(

同
上
)

四

其
他
の
機
業
仲
間

前

費妻、

商
陣
の
機
業
仲
間

第
二
十
巻

(第一一瞬

四

) 

四



論

議

四

四

第
二
十
巻

第

焼

西
陣
。
槽
業
仲
間

以
上
の
御
寮
織
物
司
及
び
高
機
入
組
の
外
に
、
西
陣
に
は
術
多
〈
の
機
業
副
岨
闘
が
ゐ
っ
た
。
今
「
明
和
天
保
年

中
糸
高
値
一
件
記
録
」
を
見
る
ご
、
明
和
年
間
に
於
て
高
機
人
組
の
外
に
、

古
帯
・
紗
綾
倫
子
三
組
・
丹
後
嶋
・
鋲

子
-
縮
綿
・
縮
ミ
縮
綿
・
斜
子
・
茶
宇
・
天
鷲
紋
等
の
織
屋
仲
間
の
名
和
が
ゐ
の
、
天
保
年
間
に
は
、
業
の
外
に
、
撰

糸
澗
二
重
・
生
高
機
三
組
・
縮
ミ
縮
綿
朱
九
組
・
新
在
家
製
斗
目
・
練
絹
裂
斗
目
片
織
・
絢
絹
・
精
好
卒
・
京
越
後
数
奇

家
・
絹
上
布
等
の
織
屋
仲
間
及
び
天
議
紋
織
屋
仲
間
一
同
仲
間
貝
粂
帯
仲
間
等
の
名
前
が
見
わ
て
居
る
o

勿
論
-
】
れ
H
ド

け
で
そ
の
嘗
時
の
織
屋
仲
間
を
益
し
た
わ
け
で
は
な
か
ら
う
が
、
兎
に
角
高
機
人
組
の
外
仁
向
多
数
り
織
屋
仲
間

の
あ
っ
た
こ
己
は
否
定
す
る
こ
吉
が
出
来
な
い
。

以
上
の
仲
間
名
稀
の
中
、
縮
綿
織
屋
仲
間
ご
縮
ミ
縮
綿
織
屋
仲
間
ご
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
さ
は
、
そ
の
行

事
の
名
が
同
様
で
ゐ
る
こ
Z
に
よ
っ

τも
判
か
る
。
こ
れ
は
縮
ミ
縮
綿
仲
間
記
い
W
A
べ
き
を
、
軍
に
結
綿
仲
間
己

略
稀
せ

L
も
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
天
保
年
間
に
な
る
ご
、
こ
の
仲
間
の
外
仁
、
別
じ
同
朱
九
ご
い
1

ム
別
の
仲
間

名
が
見
h
て
居
る
。
こ
れ
は
一
の
仲
間
か
ら
他
の
仲
間
が
減
生
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
恰
も
生
高
機
三
組
が
高
機

入
組
の
内
か
ら
分
離
[
た
る
ご
同
伎
の
関
係
で
あ
る
。
天
鴛
紋
械
産
仲
間
に
つ
い
一
ー
も
、
天
保
年
聞
に
は
そ
の
外

に
同
仲
買
粂
帯
仲
間
が
あ
っ
て
、
別
々
仁
行
事
を
置
い
て
居
る
。
定
法
に

「
天
鳶
紙
織
物
之
儀
者
前
々
EY一
一
迎
、
織

屋
並
中
買
粂
椴
吃
者
正
相
分
h
有
之
候
得
共
」
一
云
々
ご
い
へ
る
仁
よ
っ
て
も
ニ
の
ニ
古
は
明
か
で
あ
る
o

恐
ι
-
(

H
H

他
仁
も
同
様
の
街
路
で
成
立
し
た
仲
間
も
あ
る
べ
〈
、
或
は
別
に
始
め
よ
b
高
機
人
組
以
外
の
業
態
に
麗
し
、

「困問、天拘筆記J1) 



時
代
の
経
過
ご
共
に
同
業
者

ω教
を
増
加
し
、
二
、
に
一
の
仲
間
を
組
織
す
る
に
至
っ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ら

ぅ
。
或
は
賓
質
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
年
代
の
相
謹
に
よ
っ
て
そ
の
仲
間
の
範
闘
が
務
嘉
吉
れ
、
ま
た
は
其
他
り

理
由
で
名
稀
を
異
に
す
る
に
至
っ
た
も

ωも
山
る
ニ
ご
で
あ
ら
う
。

此
等
山
♂
織
見
仲
間
が
何
時
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
未
に
明
ら
か
で
な
い
l
o

た
い
其
中
二
三
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
多
少
こ
れ
を
判
断
す
ぺ
き
材
料
が
ゐ
る
o

郎
も
「
西
陣
天
狗
筆
記
」
に
よ
る
ご
「
一
瓦
丈
の
頃
よ
り
茶
卯
島
仲

グ
間
有
よ
し
」
云
々
ど
あ
り
、
生
・
一
品
問
機
三
組
に
つ
い
て
は
、
『
延
享
綾
高
機
七
組
よ

h
分
る
」
ご
い
ひ
、

• 

ケ
開
立
寛
保
]
と
の
註
詑
が
あ
る
が
、
何
れ
に
L
て
も
克
保
一
地
享
山
一
四
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ら
う
)
-
』
の
組
合
は
束
組
、
西
組
、
中
組
り

(
欄
外
に
「
仲

三
組
に
自
分
れ
「
其
頃
三
組
に
て
一
弘
臼
機
斗
、
今
は
五
十
六
十
に
七
ら
や
(
語
末
)
。
右
は
少
綾
・
り
ん
子
・
小
一
制
綾
・
紋

も
b
め
ん
・
紋
も
い
み
・
無
地
ち
り
め
ん
・
無
地
絹
も
い

V

み
・
統
(
明
L
叫
曜
も
織
と
も
装
束
用
は
不
完
)
右
の
類
生
一
両
機
織
岸
の

も
の
弘
』

Z
ゐ
る
。
ま
た
天
鷲
紙
織
屋
仲
間
同
仲
買
粂
帯
仲
間
は
、
そ
の
「
名
前
帳
」
ド
よ
れ
ば
、
天
明
人
年
以
前

に
既
に
成
立
し
居
た

b
し
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
o

高
機
人
組
ご
そ
れ
以
外
の
仲
間
ご
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
明
和
天
保
年
間
に
糸
慣
昂
騰
せ
し
際
、
幕
府
に
西
陣

機
業
家
の
窮
般
を
訴
へ
て
西
陣
の
救
済
を
乞
ひ

L
場
令

ω如
き
、
上
惑
の
多
数
の
仲
間
が
共
同
歩
調
を
ピ
ム
リ

L
も

の
で
あ
り
、
文
化
十
四
年
に
両
陣
の
職
工
奉
会
人
取
締
り
の
た
め
に
奉
会
人
取
究
所
を
設
け
し
際
に
は
高
機
入
組

の
外
に
御
寮
織
物
司
も
生
高
機
三
組
の
者
も
加
っ
て
居
る
。
こ
れ
等
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
高
機
八
組
が
中
堅
で

;講

議

西
陣
白
機
業
仲
間

第

十
巻

(弟一一揖

四

) 

日月



f肯

業

問
陣
白
機
業
仲
間

第
二
十
巻

(
第
一
瞬

四
四
)

四
回

あ
っ
た
こ
古
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
ゆ
仲
間
も
西
陣
一
般
の
問
題
に
つ
い
て
は
歩
調
を
一
に
し
て
西
陣
の
た
め
に

計
h
，
し
咽
回
ご
は
明
か
で
あ
る
o

こ
れ
等
稀
阜
の
機
業
仲
間
に
於

t
、
立
(
定
法
は
如
何
で
ゐ
っ
た
か
、

一
之
仰
い
を
徴
す
べ
き
文
書
に
接
せ
ぎ
る

を
遺
憾
ご
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
今
、
天
鴛
紙
繊
屋
仲
間
同
仲
買
粂
帯
仲
間
の
定
法
を
見
る
ご
、

「
一
、
天
鴛
紋
織
尾
之
儀
本
人
筋
目
亦
者
養
子
致
候
敗
、
家
名
相
総
人
に
限
り
候
而
、
外
商
責
人
b
嘗
職
堅
鋳
致

間
敷
候
。
た
ご
へ
常
職
娘
た
り
共
、
株
分
け
不
相
成
勿
論
、
外
商
貞
人
'
口
銭
嫁
入
候
而
北
(
縁
を
以
営
職
筋
一

切
匁
致
申
開
制
事

一
、
仲
ケ
間
之
内
勝
手
に
付
峨
筋
相
休
、
外
商
寅
致
候
共
、

二
季
寄
合
相
勤
候
は
い
v

、
蛍
職
に
立
同
氏
hJ
候
節
無

滞
披
世
潟
致
可
申
候
c

併
二
季
不
参
仕
依
節
岩
嘗
仲
ゲ
間
相
省
き
品
開
商
寛
人
可
匁
同
前
事
」
(
文
化
二
年
}

等
の
規
定
も
ゐ
ふ
り
、
恭
一
公
人
の
取
締
等
に
就
一
ー
も
高
機
人
組
仁
於
げ
る
ピ
大
差
は
な
い
v

。

五

株
仲
間
の
概
合
さ
西
陣
の
機
業
株
仲
間
三
の
比
較

徳
川
時
代
に
於
て
は
商
i
業
者
心
闘
紘
に
は
二
碍
の
百
四
別
が
あ
っ
た
。

一
は
必
然
官
許
を
得
た
h
q

も
の
で
あ
っ

て
、
他
は
官
許
を
経
ゴ
る
も

ωで
あ
る
。
前
者
が
却
も
株
仲
間
で
あ
っ
て
後
者
は
軍
に
之
を
仲
間
ぜ
い
ふ
、
諸
職

人
諸
商
人
が
各
々
一
の
開
結
を
な

L
て
も
宮
前
十
経
ゴ
る
場
令
は
、
ぞ
れ
は
所
謂
内
々
の
仲
間
た
る
に
過
ぎ
向
。



株
の
許
可
を
得
る
こ
吉
、
即
も
株
数
eT
定
的
、
年
々
冥
加
金
を
納
め
、
仲
間
判
形
帳
を
上
つ

t
、
始
め
て
所
謂
抹

ぞ
の
町
営
業
を
溺
占

L
得
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
的
官
許
を
得
ん
ご

L
て
去
の
許
可
を
得

F
b
し
も
の
も
決
し
て
少
〈
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o
西
陣
の
機
業
附
憶
に
つ
い
Y

て
も
御
寮
織
物
司
は
別
ご
し

仲
間
ご
な
り
、

て
、
高
機
入
組
は
勿
論
株
仲
間
で
あ
ム
リ
、
主
(
他
の
悶
館
中
で
も
或
は
官
許
を
得
ー
も
の
ゐ
り
、
或
は
然
ら

F
る
も

の
も
あ
っ
た
こ
吉
、
考
へ
ら
る
、
。
天
也
品
紋
織
産
仲
間
同
仲
買
粂
帯
仲
間
の
定
決
中
、
嘉
永
の
仲
間
再
興
仁
閲
す

る
附
盟
諸
に
「
今
般
御
一
新
に
付
、
諸
職
人
誇
商
人
之
内
、
株
式
叉
者
問
屋
仲
ヶ
問
組
合
等
之
義
、
是
迄
宮
武
御
役

所
'S
免
許
版
印
札
相
請
居
候
向
、
品
汁
印
札
無
之
仲
ケ
間
分
共
、
委
細
に
年
番
惣
代
行
事
等
に
而
取
調
可
書
出
旨
仰

波
奉
畏
候
』
一
式
々
ご
め
っ
て
、
這
般
の
消
息
は
明
か
で
あ
ら
う
芭
思
ふ
。

凡
そ
株
は
一
障
の
権
利
で
あ
る
o

そ
の
株
数
は
或
は
官
憲
の
定
め
し
場
合
も
あ
り
、
或
は
仲
間
よ
り
定
め
て
宵

の
許
可
を
得
た
る
も
の
も
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
株
に
は
限

b
が
あ
り
、
新
加
入
者
は
廃
業
者
の
株
を
譲
り
受
〈

る
か
、
又
は
新
に
増
株
の
許
可
を
得

τ、
こ
れ
を
受
〈
る
の
外
は
な
い
の
或
は
株
の
貢
買
貸
借
の
行
は
れ
た
場
合

も
あ
る
o

株
は
一
人
一
倒
を
所
有
す
る
を
以
て
足
る
ご
雄
、
株
を
有
せ

F
る
も
の
は
同
業
を
替
な
こ
芯
を
得
な

い
。
之
に
反
す
る
者
あ
る
場
合
は
、
株
仲
間
か
ら
訴
へ
、
官
憲
は
禁
止
を
命
宇
品
こ
ご
が
常
で
あ
る
。
組
合
は
か

〈
の
如
き
保
護
さ
特
権
ご
を
受
〈
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
岨
到
し

τ通
話
株
仲
間
か
ら
官
へ
冥
加
金
を
納
め
る
。

今
西
陣
の
株
仲
間
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
践
に
同
業
者
を
制
限
し
、
絶
家
ざ
な
り
し
場
合
は
株
を
引
受
け

論

護

第
二
十
谷

J.!9 
五

阿
古
)

西
陣
の
機
業
仲
冊

(
弘
一
統
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械
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仲
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茸5

暁

凹
六
)

回
大

護

て
加
入
し
得
る
も
、
依
肉
質
人
が
新
規
に
織
屋
h
f
開
業
す
る
こ

Z
を
殿
品
寄
せ
し
こ
古
は
前
述
の
如
〈
で
あ
る
o

然

し
各
組
の
株
数
に
至
つ
1
は
之
を
明
記
せ
る
も
の
が
な
い
(
徳
川
崎
代
以
前
は
措
〈
)
O

前
掲
延
享
二
年
七
月
(
高
機
セ
組
の

株
仲
間
を
認
め
し
際
)
の
ム
ザ
に
よ
る
も
紙
屋
の
子
供
並
に
弟
子
が
宿
這
入

Lτ
新
規
仁
高
機
織
屋
を
開
業
す
る
こ
ご
は

「
仲
ゲ
間
相
劃
可
匁
次
第
事
」

E
L
t
ゐ
る
か
ら
、
正
賞
な
る
株
数
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
一
々
増
株
の
許
可
を
受

け
す
、
議
め
一
般
的
に
認
め
ら
れ
お

b
し
も
の
Z
考
へ
ら
れ
る
o

か
、
る
場
合
は
他
に
も
あ
っ
た
如
く
で
あ
る
o

株
は
一
人
一
個
を
有
す
る
こ
ご
商
陣
に
於
て
も
同
慌
で
ゐ
っ
て
、
決

Lτ
機
数
己
関
係
が
あ
っ
た
も
の
で
は
な

ぃ
。
職
業
を
休
む
場
合
印
ち
休
株
の
司
』
芭
は
認
め

τ居
る
が
、
株
の
責
頁
貸
借
に
つ
い
て
は
規
定
す
る
所
が
な

ぃ
。
古
老
の
談
に
よ
れ
ば
、
此
等
の
こ
ご
は
西
陣
機
業
に
於
て
は
認
め
ら
れ
さ
り
[
如
〈
で
あ
っ
た
。
走
、
前
述

の
如
〈
、
株
数
が
暗
部
め
限
定
う
れ
を
ら
す
、
且
同
業
者
た

b
得
る
範
国
が
一
定
し
、
絶
家

ω外
、
株
を
引
受
〈
る

場
合
を
認
め

eさ
り
し
た
め
で
も
ゐ
ら
う
o

ま
た
冥
加
金
を
納
的
し
こ
芭
は
、
天
保
り
改
革
に
よ
っ
て
仲
間
の
廃
止
さ
れ
だ
際
、
即
ち
天
保
十
三
年
七
月
サ

人
目
に
「
諸
株
問
屋
仲
ケ
問
御
殿
止
に
付
雪
、
是
迄
所
司
代
並
に
岡
奉
行
所
へ
二
季
出
蹴
仕
来
り
候
も
の
も
向
後

出
躍
に
不
及
候
事
」
ご
の
御
鮒
書
が
出
た
こ
正
、
並
に
あ
る
仲
間
立
法
に
『
怨
御
冥
加
一
万
雨
役
所
様
に
年
頭
御
瞳

申
上
家
候
事
」

t
ゐ
る

-
-
Z
な
H

と
に
よ
っ
て
考
へ
得
る
所
ず
あ
る
。
然
し
そ
の
金
額
に
至
っ
そ
は
明
か
で
な
い

が
、
俗
に
・
』
れ
を
「
点
円

F
L」
Z
い
ひ
汚
染

L
居
ら
ぎ
る
奇
麗
な
る
銭
を
青
き
紐
で
き
し
て
献
上
し
た
も

ω
で
、
幕

「大肱市史JI. 1141頁
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末
頃
に
は
、
献
納
の
遅
れ
し
場
合
な

E
、
官
よ
り
屡
I
保
健
が
あ
っ
た
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

倭
訓
諜
に
回
(
『
俗
に
接
融
を
背
〈
染
た
る
を
膿
と
す
、
よ
て
青
ざ
し
と
い
ひ
て
銭
の
事
に
な
れ
る
也
』
と

(
註
)

徳
川
時
代
に
株
仲
間
を
認
む
る
に
至
つ
セ
理
由
は
必
中
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
例
へ
ば
慶
安
年
間
に
江
戸
市
中

の
湯
屋
の
数
を
制
限
し
、
共
看
板
を
責
買
書
入
す
る
二

Z
を
許
し
、
一
克
誠
年
中
仁
一
暦
屋
入
十
一
人
を
限
り
、
享
保

年
間
に
雨
替
屋
を
六
百
人
に
限
ち
新
規
開
業
を
停
止
せ
し
が
如
き
は
、
何
れ
も
警
察
的
取
締
の
必
要
に
出
で
た
る

も
の
で
あ
る
が
、

か
の
江
戸
の
十
組
問
屋
、
大
阪
の
二
十
四
組
問
屋
の
如
量
、

そ
の
他
商
工
業
仲
間
の
多
4
は、

寧
ろ
同
業
者
の
取
締
、
監
督
を
期
し
、
斯
業
の
利
盆
を
精
進
す
る
が
た
め
に
之
を
許
可
せ
し
も
の
で
あ
る
。
西
陣

の
機
業
仲
間
吉
雄
、
ゆ
同
様
で
ゐ
る
。

以
上
論
争
る
所
に
よ
っ
て
徳
川
時
代
に
お
け
る
一
般
株
仲
間
に
つ
い
て
の
大
慢
の
観
念
、
並
に
西
陣
機
業
株
仲

問
も
大
館
同
様
の
も
り
で
ゐ
る
が
、
向
多
少
特
異
の
結
の
あ
っ
た
こ
ご
は
明
か
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
機
業
仲
間
に

っ
き
倫
論
じ
た
い
事
例
も
あ
る
が
、
阪
に
多
〈
の
紙
数
を
費
し
た
か
ら
、

一
勝
此
透
で
筆
を
捌
〈
こ
ど
、
じ
、
足

ら
ざ
る
腕
謬
れ
る
所
は
他
日
ま
た
之
ケ
補
訂
す
る
ニ
ご
、
し
た
い

Z
思
ム
。

諭

議

同
陣
。
機
業
仲
間

第
二
十
巻

回
七
)

四、
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